
種目番号 委託担当

－

設　計　書
1 　委　　託　　名

2 　履　行　場　所 栄ストックヤード(横浜市栄区上郷町1570番地１　横浜市資源

循環局栄工場跡地)　ほか３か所

3 　履　行　期　間 □期間 令和２年 4月 1日から令和３年 3月31日まで

　又　は　期　限 □期限 契約締結日から令和　　年  月  日まで

4 　契　約　区　分 □確定契約 □概算契約

5 なし

6  現　場　説　明 □　不要

□　要 （　　月　　日　　時　　分、場所　　　　　　）

7  委　託　概　要

横浜市資源循環局 Ｐ　　1　　　　

 その他特約事項

令和２年度    一般会計歳出　第　９　款　２　項　１　目　12　節（１）委託料

担
ふ

当
り

者
が

名
な

電　話

　岩崎
いわさき

　671-3819

受付番号
連絡先

資源循環局
業務課資源化係

栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

指定する場所へ搬入する。

本委託は、栄ストックヤードに搬入された粗大ごみや不法

投棄物等について、金属類(資源物)を資源化するため必要な仕分

け、分離、解体、引渡し等の業務やヤードの管理を行うものであ

る。また、金属類(資源物) については「資源物コンテナ」に積載

し、金属買受業者に引き渡すとともに、仕分け、分離及び解体に

より発生する燃やすごみ及び燃えないごみについては、委託者の

レ

レ

レ



8 　部分払

□する （　12　回以内）

□しない

部分払の基準

業務内容 数量 単位 単価 金額

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

粗大金属類等仕分け等業務 1 式

＊　単価及び金額は、消費税等相当額を含まない金額。

＊　概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む。

委託代金額

内訳 業務価格

消費税等相当額

横浜市資源循環局 Ｐ　　２　　　　

３月

履行予定月

４月

６月

８月

５月

７月

10月

11月

12月

２月

９月

１月

レレ



委託内訳書

粗大金属類等仕分け等業務
（年間）

直接人件費
現場責任者
（作業員）

人

解体作業員
（軽作業員）

人

運転手
（運転手（一般））

人

小計 Ａ

直接物品費 式 Ｂ＝Ａ×　％

車両損料 重機 式

燃料 式

車両（不適物運搬） 式

燃料 式

コンテナリース料 式

小計 Ｃ

業務原価 直接業務費 1 式 Ｄ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ

業務管理費 1 式 Ｅ＝Ｄ×　％

小計 Ｆ＝Ｄ＋Ｅ

一般管理費（端数調整前） 1 式 Ｇ＝Ｆ×　％

業務価格（端数調整前）
（業務原価+一般管理費）

Ｈ＝Ｆ＋Ｇ

業務価格を端数調整
（１００円単位未満切り捨て）

端数 Ｉ

一般管理費
（一般管理費　-　端数）

Ｊ＝Ｇ－Ｉ

業務価格
（一般管理費　+　業務原価）

Ｋ＝Ｆ＋Ｊ

消費税及び
地方消費税相当額

Ｌ＝Ｋ×10％

委託代金額 Ｍ＝Ｋ＋Ｌ

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む

横浜市資源循環局 Ｐ　　３　　　

名称 形状寸法等 数量 単位
単価
(円)

金額(円) 摘要
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栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託仕様書 

 

１ 委託の概要 

受託者は、横浜市内の一般家庭等から排出され、横浜市(以下、「本市」という。)が収

集した資源粗大ごみ(金属製粗大ごみ、以下「粗大ごみ」という。)や、 横浜市内で発見さ

れ、本市が回収した不法投棄物等のうち、栄ストックヤード(横浜市栄区上郷町 1570 番

地１ 横浜市資源循環局栄工場跡地、以下「ヤード」という。)に搬入されたものについ

て、金属類(資源物)を資源化するため必要な仕分け、分離、解体、引渡し等を行うとと

もに、ヤードの管理を行う。 

金属類(資源物) については「資源物コンテナ」(別途委託者が契約する金属買受業者

がヤード内に設置する８立方メートルまたは 20 立方メートルのコンテナ)に積載し、金

属買受業者に引き渡すとともに、仕分け、分離及び解体により発生する燃やすごみ(以下

「可燃物」という)及び燃えないごみ(以下「不燃物」という)については、委託者の指定

する場所へ搬入する。 

 

２ 用語の定義 

(1) 本仕様書における「仕分け」とは、搬入された粗大ごみや不法投棄物等を、分離・

解体作業を効率的に行うため、ヤード内にあらかじめ定めた場所に分けて置くことを

いう。 

(2) 本仕様書における「分離」とは、仕分けされた粗大ごみ等を金属類(資源物)、可燃

物及び不燃物に分けることをいう。 

(3) 本仕様書における「解体」とは、座椅子やスプリングマットレスなど金属が内蔵さ

れている製品類等を、手を加え、金属類(資源物)、可燃物及び不燃物とに分けること

をいう。 

なお、解体が必要な製品の品目や解体の範囲については、受託者は委託者の指示に

従うものとする。 

 (4) 本仕様書における「引渡し」とは、金属類(資源物)の品質向上に努め、金属類(資源

物)を金属買受業者が設置する資源物コンテナに積載するものとする。 

 

３ 履行場所 

(1) 仕分け作業等及びヤード管理場所 

栄ストックヤード 

(横浜市栄区上郷町1570番地１ 横浜市資源循環局栄工場跡地) 

(2) 可燃物運搬先 

横浜市資源循環局金沢工場(横浜市金沢区幸浦二丁目７番１号) 

(3) 不燃物運搬先 

別途指定(横浜市内) 

(4) 処理困難物等運搬先 
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神明台処理困難物ヤード 

(横浜市泉区池の谷3949番地 横浜市資源循環局神明台処分地内) 

  

４ 履行期間 

    令和２年４月１日から令和３年３月31日まで 

 

５ 作業日及び作業時間 

    作業日は前条の履行期間のうち、原則として月曜日から土曜日とし、日曜日及び 12

月 31日から１月３日までは休日とする。また、作業時間は原則として８時45分から17

時 15分までとする。 

ただし、業務上必要な場合は、委託者の指示により作業日、休日及び作業時間を変更

することがあり、その場合、受託者は委託者の指示に従わなければならない。 

 

６ 履行対象物   

本委託に係る履行対象は、横浜市内の一般家庭等から排出され、本市が分別収集によ

り回収した資源粗大ごみ(金属製粗大ごみ)及び本市が回収等をした金属製の不法投棄物

(以下、「搬入物」という。)等のうち、前履行期間(前年度)の最後の作業日の正午以降に

ヤードに搬入された搬入物から、原則として本委託の履行期間(本年度)の最後の作業日

の正午までにヤードに搬入された搬入物までとし、その履行対象となる搬入物について

は、受託者の責務において中間処理を実施しなければならない。 

   

７ 委託業務内容(仕分け、分離、解体、引渡し等) 

(1) 搬入物の受入、誘導 

受託者は、ヤードへ粗大ごみや不法投棄物等を搬入する平積みトラック及び小型破

砕機付機械車等(以下「搬入車両」という。)及び金属買受業者の車両等を状況に応じ

て安全に誘導しなければならない。その際、受託者は自ら進んで搬入者に声をかけ、

円滑に搬入できるようにすること。また、搬入車両から搬入確認書等を受領し、搬入

物の種類、個数等を確認した上で、搬入車両等に対し、搬入物を降ろす場所等を誘導

しなければならない。 

 (2) 仕分け作業 

搬入車両によりヤード内に搬入された粗大ごみや不法投棄物等を受託者が金属類

(資源物)、可燃物及び不燃物に仕分けを行うため、受託者は、次の分類のとおり搬入

車両に対し搬入物を降ろす場所を指示しなければならない。 

なお、受託者が仕分け作業に際し疑義が生じた場合には、委託者と別途協議するも

のとする。 

ア 分離・解体作業が不要な金属類(資源物) 

イ 分離作業が必要な金属類(資源物) 

ウ 解体作業が必要な金属製品 



 - 3 - 

(ｱ) スプリングマットレス、スプリングのあるソファーベッド、座椅子等金属製 

(ｲ) その他の金属製品 

エ 石油ストーブ等 

オ 不燃物 

カ 耐火金庫 

キ 処理困難物(タイヤ、バッテリー、消火器、ガスボンベ、廃油・廃液等) 

ク その他 

 (3) 仕分け後の作業 

ア 分離、解体作業が不要な金属類(資源物) 

受託者は、分離・解体が不要な金属類(資源物)は「資源物コンテナ」に積込み、

その際には、重機等で簡易破砕・圧縮を行い、「資源物コンテナ」を搬送する金属買

受業者の車両の最大積載量を超過せず、車両の走行に支障をきたさない範囲におい

て、可能な限り多くの資源物を金属買受業者の「資源物コンテナ」に積載しなけれ

ばならない。 

また、受託者は「資源物コンテナ」に積載する際、可能な限り金属買受業者の希

望を聞くよう努めるとともに、自転車類を「資源物コンテナ」の上部に積載するよ

う努めるものとする。 

イ 分離作業が必要な金属類(資源物) 

受託者は、搬入された粗大ごみ・不法投棄物等が金属類(資源物)と他の可燃物・

不燃物と混載されていた場合は、これを分離し、分離した金属類(資源物)は、分離・

解体が不要な金属類(資源物)と同様に金属買受業者の「資源物コンテナ」に積み込

まなければならない。 

ウ  解体作業が必要な金属製品及び解体作業の内容 

(ｱ) スプリングマットレス、ソファーベッド、座椅子等金属製品 

受託者は、スプリングマットレス、ソファーベッド、座椅子等の金属類(資源物)

が内蔵されている製品は手作業により解体し、金属類(資源物)は金属買受業者の

「資源物コンテナ」へ積込み、それ以外のものは可燃物と不燃物に分けなければ

ならない。 

スプリングマットレスについては、スプリングマットレスのみを「資源物コン 

    テナ」へ積込むものとする。 

マットレスのうち、スプリングが一つ一つ独立しており不織布で包まれている

もの(ポケットコイルマットレス等)については、受託者は別紙の参考画像の状態

まで仕分けを実施しなければならない。 

なお、降雨時にポケットコイルマットレス等の不織布に雨水が染み込まないよ

う適切な対応を行い、金属類(資源物)の品質向上に努めなければならない。 

(ｲ) 受託者は、粗大ごみ収集委託業務受託者がヤード搬入時に提出する「粗大ごみ

搬入個数確認書」及び不法投棄物を搬入する横浜市職員(資源循環局事務所、各区

土木事務所等)並びに清掃業務受託業者等から「不法投棄物ヤード搬入確認書」を
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受領し、スプリングマットレス、ソファーベッド、座椅子等の個数を確認しなけ

ればならない。 

(ｳ) 受託者は、上記のほか搬入確認書のないものについては搬入者立会いのもと、

品名及び個数を記録しなければならない。 

(ｴ) その他の解体作業が必要な金属製品 

本項ア以外の、その他の解体作業が必要な金属製品について、受託者は、解体

を行った後、金属類(資源物)は金属買受業者の「資源物コンテナ」へ積込み、そ

れ以外のものについては可燃物と不燃物に分けなければならない。 

(ｵ) 石油ストーブ等 

石油ストーブ等、灯油等の抜き取り作業が必要な物について、受託者は、灯油

等を抜き取った後、抜き取った灯油はヤード内に設置してある委託者が定める容

器に詰め込み、灯油等を抜き取った後の石油ストーブなどは金属類(資源物)とし

て金属買受業者の「資源物コンテナ」に積み込まなければならない。 

(ｶ) ガスヒーター等 

  ガスヒーター等、発火の危険性のある物については、受託者は電池を抜き取る

等の必要な措置を行い、発火の危険性を除去するよう努めなければならない。な

お、抜き取った電池の処理方法については、受託者と委託者の協議の上、対応す

るものとする。 

(ｷ) 不燃物 

不燃物について、受託者は分離・解体作業後に発生した不燃物とともに集積し、

個々の不燃物の長辺が 30 センチメートル以下の大きさとなるよう破砕しなけれ

ばならない。 

また、南本牧最終処分場に投入する際に浮遊する恐れのある形状（中空形状の

もの等）や、埋立密度を妨げるような形状（Ｕ字溝等）を不燃物が有している 

場合は、水没し、かつ埋立密度を妨げない形状になるまで破砕を行うこと。 

なお、極めて破砕が困難なものについては、委託者にその旨を報告し、委託者

の指示に従わなければならない。 

 (ｸ) 耐火金庫 

     搬入物に耐火金庫が混入していた場合は、神明台処分地内「処理困難物ヤード」

に受託者が運搬すること。運搬する際には委託者にその旨を事前に報告し、日程

を調整すること。なお、不法投棄物で回収された耐火金庫については、搬入車両

に対し、「処理困難物ヤード」に降ろすよう指示及び誘導を行わなければならない。 

(ｹ) 処理困難物(タイヤ、バッテリー、消火器、ガスボンベ、廃油・廃液等) 

     搬入される不法投棄物のうち、処理困難物(タイヤ、バッテリー、消火器、ガス

ボンベ、廃油・廃液等)について、受託者は「処理困難物ヤード」に降ろすよう、

搬入車両に対し、指示及び誘導を行わなければならない。  

 エ 受託者が分離、解体作業に際して疑義が生じた場合には、委託者と別途協議する

ものとする。 
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オ 受託者は、金属類(資源物)の品質向上に努めなければならない。 

(4) 搬入物の処理 

受託者は、搬入物を原則として搬入された日の作業時間内に分離・解体・積込み等

の作業を終えるよう可能な限り努めるとともに、仮に翌日以降に搬入物を残す場合に

は、搬入物が飛散や盗難被害等が発生しないよう、受託者の責務において適切な措置

を行わなければならない。 

(5) 運搬 

ア 受託者は、分離・解体後の可燃物を資源循環局金沢工場に、不燃物を別途指定す

る市内施設に、石油ストーブ等から抜き取った灯油の入った容器及び処理困難物を

神明台処分地内の「処理困難物ヤード」に運搬するものとする。 

なお、受託者は、運搬の頻度等について、委託者から特別の指示があった場合に

は、それに従うとともに、資源循環局金沢工場、不燃物運搬先施設及び神明台処分

地内の「処理困難物ヤード」の運用等が変更になった場合、受託者はその変更に従

わなければならない。また、業務上必要な場合や施設の状況等により搬入施設の変

更を指示する場合がある。 

イ 受託者は前号に規定する運搬にあたり、委託者、資源循環局栄事務所、資源循環

局金沢工場、南本牧廃棄物最終処分場、神明台処分地の管理者及び関係機関の指示

に従うとともに、本委託業務以外で発生した可燃物・不燃物を混載してはならない。 

(6) 関係者との連絡調整 

受託者は、円滑かつ安全な作業・運搬等が行えるよう、委託者、資源循環局栄事務

所、資源循環局金沢工場、南本牧廃棄物最終処分場、神明台処分地等の管理者及び関

連機関、金属買受業者等との連絡調整を十分に行わなければならない。 

(7) 業務量 

ヤード内の業務量実績（半期毎）は以下のとおりである。なお、搬入量の増減によ

り、令和２年度の業務量は令和元年度上半期までの傾向と異なることも想定される。 

搬入量の増減が生じた場合、受託者は委託者の指示に従い、適切に対応しなければ

ならない。 

 令和元年度 平成30年度 

上半期 上半期 下半期 年度計 

スプリングマットレス、ソファーベッド(個) 3,411 3,258 3,122 6,380 

座椅子等金属製品(個) 5,757 8,304  7,233 15,537 

金属類(資源物)(t) 884 788 823 1,612 

可燃物の運搬(金沢工場)(t) 127 122 115 237 

不燃物の運搬(南本牧廃棄物最終処分)(t) 21 20 15 35 

 

８ 委託業務内容(ヤード内の管理運営) 

(1) 関係機関との連携 
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受託者は、委託者、資源循環局栄事務所、各施設及び関連機関、資源物買受業者等

との協力、連携を率先して図り、受託者のノウハウや創意工夫等を活かし、本委託業

務における効率的かつ安全なヤードの管理運営及び保全等を図るよう努めるものとす

る。 

(2) 整理整頓 

受託者は、本ヤードを常に良好な状態に保ち、本委託業務や粗大ごみ等の搬出入等

が安全・円滑に行えるよう、重機及び手作業によって常にヤード内を整理整頓し、搬

出入に十分なスペースを確保するとともに、やむを得ない場合を除き、搬入車両の待

ち時間を最長でも 10 分程度になるよう適切にヤード管理及び誘導等に努めなければ

ならない。 

(3) 開始及び終了時の対応 

受託者は作業日ごとに、開始時にはヤード内出入口のバリケード等を移動するとと

もに、終了時にはバリケード等を移動して出入口を閉鎖し、作業時間外にヤード内に

部外者が侵入しないよう、またヤード内の粗大金属類等が盗難されないよう、ヤード

内の出入口の管理を行わなければならない。 

(4) 安全な車両の誘導 

受託者は、搬入車両や金属買受業者の車両等を状況に応じて安全かつ適切に誘導し

なければならない。 

(5) 予防保全及び報告義務 

受託者は、ヤード内の破損及び汚損等に対する予防保全等に努め、日常の点検等を

行うとともに、ヤード内での不具合等を発見した際には、速やかに委託者に報告する

ものとし、ヤード運営に支障をきたさないよう委託者と協議のうえ直ちに保全措置等

を講じるものとする。 

また、重大かつ緊急な対応が必要な不具合が生じた場合には、受託者は委託者への

速やかなる報告に加え、資源循環局栄事務所に対しても直ちに報告しなければならな

い。 

(6) 安全及び衛生保持 

受託者は、本委託及びそれに関連する作業等に伴う振動、騒音、ごみの飛散等に十

分注意し、常に作業の安全と施設の衛生保持に努めなければならない。 

特に、粗大ごみ等に貼られている個人情報が記されたシールについては、受託者は

本委託の作業員に対し個人情報保護の重要性の周知徹底を図るとともに、受託者が責

任を持って処分し、第三者が個人情報を知りえない状態にしなければならない。 

  

 

９ 実施方法 

(1) 人員 

ア 受託者は、本委託の作業等が円滑に行われるよう、搬入量等に応じてヤード内に

適正な作業員の人数を配置しなければならない。 



 - 7 - 

イ 受託者は、職員の雇用にあたっては、労働基準法(昭和 22 年７月法律第 49 号)

その他の労働関係法規を遵守しなければならない。 

ウ 受託者は、作業員のうち１名を現場責任者とし、現場責任者はヤードに常駐して

作業の管理や委託者及び関係者との連絡調整、緊急時の対応について責任を持って

誠実に行わなければならない。特に現場責任者は、円滑にヤード運営をできるよう

親切丁寧に応対すること。 

ただし、現場責任者が可燃物もしくは不燃物の運搬車両の運転手を兼ねる場合に

ついては、可燃物もしくは不燃物の運搬中においても、迅速に受託者及びヤードの

作業員等と連絡が可能な体制を整えること。 

エ 受託者は、本委託に従事する作業員に対し、受託者の責務において、過労対策や

夏季熱中症対策、冬季凍結対策等の作業員の労務環境の維持向上に努めなければな

らない。 

(2) 重機及び車両 

ア 受託者は、搬入物の整理、搬入物の解体作業を行うため、必要な重機車両その他

の機材等を設置しなければならない。 

イ 前号の重機車両その他の機材等のうち、その運転操作等に資格を必要とする業務

については、必ず各資格の有資格者が運転操作等を行わなければならない。 

ウ 資格を保有しない者が資格を必要とする業務に従事した場合の責は受託者が負わな

ければならない。 

エ 受託者が本委託設置する重機及び車両については、履行期間開始の７日前までに

「使用車両届出書(ICカード借用書)(様式１)」を提出した上で使用しなければなら

ない。 

また、「使用車両届出書(IC カード借用書)(様式１)」の記載内容に変更があった

場合は、受託者は直ちに委託者に報告するとともに、変更の日付を明記した「使用

車両変更届出書(ICカード借用書)(様式２)」を委託者に対し、速やかに提出しなけ

ればならない。 

 (3) 運搬車両等 

ア 可燃物及び不燃物の運搬には、原則として設置計量器に対応する破砕機付機械車

を使用する。破砕機付機械車以外の車両を使用する場合は、事前に委託者と調整す

ること。 

設置計量器：縦6.5ｍ×横2.7ｍ×高さ4.2ｍ、秤量20トン 

イ 受託者は、運搬に際し、最も安全かつ効率的な経路を選択し、自動車事故の防止

を図るため、道路交通法(昭和 35 年６月 25 日法律第 105 号)等関係法令を遵守しな

ければならない。 

ウ 受託者の運搬車両の神明台処分地への搬入・搬出ルートについては、別紙のとお

り委託者が指示する経路に従って搬出入するとともに、資源循環局栄事務所敷地内、

神明台処分地構内等各施設内では、その制限速度を遵守し、他の車両等の走行に十

分注意するとともに、委託者、資源循環局栄事務所、神明台処分地等各施設管理者
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及び関係機関の指示に従わなければならない。 

エ 受託者は、運搬車両が積載可能重量を超えて積荷等を載せてはならない。仮に、

受託者の運搬車両等が積載可能重量を超えて運搬等をした場合等には、受託者の責

任とする。 

オ 受託者は、運搬中、飛散防止に努め、汚物、汚水等が道路上等にこぼれないよう

にするとともに、騒音、振動等により、運搬経路周辺の住環境等に支障等をきたさ

ないように十分注意しなければならない。 

また、騒音、振動等に対し、委託者、資源循環局栄事務所、各施設管理者及び関

係機関等からの指示があった場合には、受託者は適切に対応するよう努めなければ

ならない。 

カ 受託者が可燃物を工場破砕機等に投入する際には、工場職員及び関係機関の指示

に従い、安全確保に努めなければならない。  

(4) 計量    

ア 計量方法 

(ｱ) 受託者は、可燃物・不燃物の搬出・搬入にあたり、ヤード内のトラックスケー

ルを用いて積載重量の計量を行うとともに、それぞれの搬入先で積載重量及び空

車重量の計量を行わなければならない。また、受託者は、本計量を必ず同日中に

行わなければならない。 

(ｲ) 受託者は計量方法等については各施設管理者及び関係機関の指示に従わなけれ

ばならない。また、受託者は各施設が発行する計量伝票等を受領し、必ず保管し

なければならない。 

イ 計量時間 

(ｱ) 受託者は、金沢工場での計量及び搬入作業等を日曜日及び年末年始休暇(12 月

31 日から１月３日)を除く８時 30 分から 12 時 00 分まで及び 13 時 00 分から 16

時 00分までの間に完了させなければならない。 

(ｲ) 受託者は、南本牧廃棄物最終処分場での計量及び搬入作業等、土曜日、日曜日、

祝日及び年末年始休暇(12月 31日から１月３日)を除く８時45分から12時 00分

まで及び13時 00分から16時 00分までの間に完了させなければならない。 

(ｳ) 受託者は、ヤード内のトラックスケールでの計量を日曜日及び年末年始休暇(12

月 31 日から１月３日)を除く８時 30 分から 12 時 00 分まで及び 13 時 00 分から

15時 30分までの間に完了させなければならない。 

(ｴ) 上記施設等の計量時間等は委託者からの指示により変更になる場合もあり、そ

の場合、受託者はその指示に従わなければならない。 

ウ ICカード 

(ｱ) 受託者が可燃物を搬入する際には、委託者が貸与する IC カードを必ず持参し、

受託者は当該ICカードを用いて計量を行わなければならない。 

(ｲ) 計量に際し、受託者がIC カードを持参しない場合には、本市はIC カードを持

参しない受託者の当該搬入物の計量を行わないものとし、当該搬入物の工場等へ
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の搬入等を認めないものする。 

(ｳ) 受託者は、万が一 IC カードを紛失・き損した場合は速やかに委託者へ連絡し、

再交付を受けなければならない。なお、紛失・き損したICカードは受託者が実費

弁償するものとする。 

(5) 金沢工場等の搬入停止等 

受託者は、金沢工場等の一時搬入停止等、変更に伴う対応(代替の搬入先等)が必要

となったときは、委託者の指示に従わなければならない。 

 

10 搬入物の範囲 

(1) 横浜市が一般家庭から収集する粗大ごみ   

   主に、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区 

(2) 不法投棄物等として収集された物 

横浜市全区  

(3) その他 

委託者が搬入を許可した物 

 

11 履行状況の報告等 

(1) 提出書類 

受託者は、各月の委託業務終了後、搬入時に搬入車両から受領した「粗大ごみ搬入

個数確認書」及び「不法投棄物ヤード搬入確認書」と可燃物及び不燃物搬出・搬入時

の計量伝票を添付し、翌月の５日までに「栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等

業務委託作業・運搬実績報告書(様式３)」、「可燃物･不燃物運搬量内訳(様式４)」、「ス

プリングマットレス、ソファーベッド搬入･仕分け個数内訳(様式５)」、「座椅子等金属

製品搬入･仕分け個数内訳(様式６)」、「委託業務履行完了部分検査申請書(様式 12)」

を委託者に対して提出しなければならない。  

  (2) 対象物 

前号に規定する報告書等は前月の最後の作業日の正午以降に搬入された搬入物から、

各月の最後の作業日の正午までに搬入された搬入物を対象とする。 

受託者は、分離・解体後の金属類(資源物)で各月の最後の作業日の正午までに搬入

されたものについては、その日の16時までに金属買受業者に引渡しが行えるよう金属

買受業者の「資源物コンテナ」に積込み、各月の最終作業日の正午以降に搬入のあっ

たものについて、分離・解体したものは区別して、翌月分として計量して報告するも

のとする。 

なお、金属買受業者への引渡し時間について、委託者から別に指示がある場合には、

受託者はこれに従わなければならない。 

可燃物及び不燃物についても、受託者は資源物と同様に各月の最終作業日の正午ま

でに搬入されたものと、正午以降に搬入されたものはそれぞれ区別して搬出計量し、

正午以降に搬入のあったものは、翌月分として報告するものとする。 
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(3) 履行確認 

委託者は、委託業務の履行に関して、「履行確認書(様式７)」を用いて適時、確認を

行い、受託者に対し必要な指導を行う。この場合、受託者は、委託者からの指導に従

うものとする。 

(4) その他 

その他、委託者が本委託の履行に関して、受託者に対し必要な報告等を求めた場合

には、受託者は委託者の指示に従い、誠実かつ速やかに報告等の対応をしなければな

らない。 

 

12 作業上の注意事項 

(1) 服装等 

受託者は、本委託の作業中は常に長袖・長ズボンの作業着(受託者において統一した

ものに限る)・手袋・安全靴・帽子・その他従業員の安全対策上必要なものを着用しな

ければならない。 

(2) 安全対策 

受託者は、労働基準法(昭和 22 年４月７日法律第 49 号)・労働安全衛生法(昭和 47

年６月８日法律第 57 号)その他関連法令の定めるところにより、本委託に従事する従

業員に対する安全及び衛生についての対策、福利厚生並びに研修等について、適正に

実施しなければならない。特に安全衛生の実施にあたっては、委託者と適宜協議しな

がら、作業を安全に行わなければならない。 

(3) 現場責任者等 

受託者は、円滑な業務執行が可能な現場責任者・作業員等を常時確保し、関係する

役職員及び現場責任者・作業員等の氏名・職務分担及び資格等を記載した「現場責任

者・業務従事者選定通知書(様式９)」を履行期間開始の７日前までに委託者に提出し

なければならない。 

なお、受託者が「現場責任者・業務従事者選定通知書(様式９)」を委託者に提出す

ることをもって、廃棄物処理委託契約約款第３条に規定する契約履行着手届出書の提

出に替えるものとする。 

また、「現場責任者・業務従事者選定通知書(様式９)」の記載内容に変更があった場

合は、受託者は直ちに委託者に報告するとともに、変更の日付を明記した「現場責任

者・業務従事者変更通知書(様式10)」を委託者に対し、速やかに提出しなければなら

ない。 

(4) 飛散ごみ類の処理 

受託者が本委託を実施するにあたり、解体作業等によって発生し、ヤード内外へ飛

散したごみ類等については、受託者が責任を持って回収、清掃及び処分を行い、ヤー

ド内外の適切な環境の確保に努めなければならない。 

また、委託者が、本委託の実施に伴って飛散したごみ類等の回収、清掃及び処分を指示

した場合には、受託者は速やかに対応しなければならない。 
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(5) 油含水対策 

受託者は、本委託の実施に伴い、油含水がヤード内に排出された場合は、スプリン

グマットレスの解体時に分離された布等に油含水を染み込ませて処理をすること。 

(6) 作業日以外の修繕等 

受託者の所有する機材、設備等に修繕が必要な場合において、本委託作業日以外の

日に修繕を実施する場合には、やむを得ない緊急事態の場合を除き、委託者に対して

当該作業予定日の14日前までに通知を行うとともに、委託者の事前承認を得なければ

ならない。 

(7) 事故発生時の対応 

受託者は、事故及び労働災害が発生した場合は、別添「事故における対応について」

に基づき適切に対応するとともに、過失割合にかかわらず関係者に対して誠意を持っ

て対応しなければならない。 

(8) 搬入物の取扱いについて 

  搬入物については、本市が指定した搬入施設以外には持ち出さないこと。特に金属   

 類（資源物）については、栄ストックヤードの敷地外に持ち出してはならない。 

 

13 施設等の損害復旧 

 (1) 損害への対応等 

受託者が作業の遂行中において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者、本市

施設、周辺の建物及びその他の設備、車両等に損害を与えた場合、受託者は、委託者

の指示に基づき、修繕や損害賠償等必要な措置を講じるとともに、その費用を負担し

なければならない。 

 (2) リスク負担等 

受託者の責めに帰すべき事由によらない損害または受託者の責めに帰すべき事由に

加え他の責めに帰すべき事由により生じた損害等に係るリスク負担については、その

損害の発生事由や損害状況等に応じ、委託者と受託者が協議のうえ、対応するものと

する。 

 

14 電気使用料等 

(1) 電気使用料金 

本委託に関連する電気使用料は受託者の負担とする。受託者は、節電に努めるとと

もに、各月の末日作業終了時に検針し、「栄ストックヤード電気使用量報告書(様式８)」

を用いて委託者に報告しなければならない。また、受託者は、報告に基づいて委託者

が発行する納入通知書により速やかに納入することとする。 

(2) 行政財産目的外使用 

原則として資源循環局栄事務所敷地内への個人の通勤用等車両の駐車等は認めない

ものする。 

やむをえない場合は、受託者は、行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に
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関する条例(昭和 39 年３月 13 日横浜市条例第 7号)及び関連法令に基づき、委託者に

対し、通勤用等車両の駐車等に係る行政財産目的外使用許可を申請するとともに、そ

の許可を得なければならない。 

また、受託者の申請に基づき当該通勤用車両の駐車等に係る行政財産目的外使用許

可を得た場合には、行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例に基

づき、原則として当該通勤用等車両の駐車等に係る使用料を本市に対して納入しなけ

ればならない。 

 

15 備品類等 

 (1) 善管注意義務 

受託者は、履行期間中、ヤード内の備品類や機材等を常に良好かつ安全な状態に保

たなければならない。また、委託者所有の備品類や機材等を使用する際、受託者は善

良なる管理者の注意義務を負うものとする。 

(2) ヤード内の備品 

受託者は、履行期間中、ヤード内の備品を本業務遂行のためにのみ使用するものと

し、受託者及び委託者以外の第三者に権利を譲渡し、又はヤード又は本市関連業務で

の利用以外の目的で貸与してはならない。 

 (3) 事務所等 

ヤード内にある事務所スペースは、本市所有のものであり、履行期間中は受託者が

委託者の許可を得て使用できるものとする。なお、当該事務所内の備品類は原則とし

て受託者が用意するものとする。 

 

16 付帯業務 

(1) トイレ管理 

受託者は、ヤードに隣接し、主に受託者の作業員が使用する簡易トイレの清掃等を

行わなければならない。また、簡易トイレの必要消耗品類(トイレ用洗剤、トイレット

ペーパー等)は受託者が用意し、その費用を負担するものとする。 

 (2) その他 

本委託の実施に伴い生じた付帯業務については、その都度、委託者と受託者が協議

の上、その対応を行うものとする。 

 

17 緊急事態発生時の対応 

(1) 委託者及び受託者は、万一の事故・火災等の緊急時に備えて、「栄ストックヤー 

ド緊急連絡網(様式11)」を作成し、速やかに連絡がとれる体制を整備し、関係作業 

に周知徹底を図るよう努めなければならない。 

また、受託者は、「栄ストックヤード緊急連絡網(様式11)」を作成し、履行期間 

開始日の７日前までに委託者に提出しなければならない。 

(2) 受託者は、地震、台風等による災害発生時等の緊急事態（以下、「緊急事態」と 
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いう。）であっても、業務従事者を招集できる体制を確立しておくこと。  

(3) 受託者は、緊急事態が発生した場合の作業については、本市の指示に従うこと。 

特に市内で震度５強以上を観測した場合には、速やかに業務課に連絡することとし、 

業務従事者の安否状況、被害状況及び受託者自身の会社運営状況等の報告を求めら 

れた際にも対応できるよう情報を把握しておくこと。 

電話等での連絡ができない状況の場合には、翌稼働日の稼動時間前までに業務課 

に参集する等して、連絡をとること。  

(4) 緊急事態発生時には、収集運搬計画を変更し、搬入場所や搬入時間について変更 

する場合があるため、本市の指示に従うこと（上記の場合でも契約変更の対象とは 

ならない）。  

 

18 本市施策等への協力義務 

(1) 協力義務 

受託者は、本委託内容に関連する本市の施策に、積極的に協力するよう努めるもの

とする。  

 (2) 防災対応 

受託者は、防災、防犯及び事故等の予防及び災害、事件、事故、急病等の緊急事態

に備えるため、委託者と協力して防災等の対応体制を整えるよう努めなければならな

い。 

 (3) 金属類(資源物)の品質向上 

受託者は、金属類(資源物)の品質向上のため、委託者及び資源物買受人等と協議の

上、必要な措置を講じるとともに、受託者は、搬入物の金属類(資源物)、可燃物、不

燃物への仕分け、分離、解体に関すること及び金属類(資源物)のコンテナへの積載重

量等、委託者の指示に従い、迅速かつ誠実に対応しなければならない。 

 (4) 委託者への提案 

受託者は、そのノウハウや創意工夫を活かし、ヤードの維持管理や金属類(資源物)

の品質向上等の新たな業務改善の取組を委託者に対し提案することができるものとす

る。 

 

19 事前準備及び業務の引継 

(1) 事前準備 

受託者は、履行期間開始日に先立ち、本委託の業務の実施に必要な資格者及び人材

を確保し、必要な研修等を行わなければならない。また、本業務を遂行するために許

認可や備品類、重機その他機材、設備等が必要となる場合は、受託者の責任及び費用

において準備しなければならない。 

なお、受託者は、本委託の業務に先立ち必要がある場合には、履行期間開始日前に、

ヤード内の視察を委託者に対し申し出ることができる。 

(2) 継続性の確保 
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受託者は、本委託の業務の開始または終了にあたり、前年度受託者及び委託者その

他関係者との連絡調整を十分に行い、本業務の継続性を妨げないよう留意しなければ

ならない。 

(3) 引継ぎ 

受託者は、履行期間終了時に、次期受託者が円滑かつ支障なく本委託の業務やヤー

ド管理等を遂行できるよう、次期受託者及び委託者その他関係者との連絡調整を十分

に行い、適切かつ誠実に引継ぎを行わなければならない。 

(4) 引渡し 

受託者は履行期間の終了までに、履行期間開始日を基準として管理ヤードを原状に

回復し、委託者及び次期受託者に管理ヤードや事務所等を明け渡すとともに、受託者

が設置した機材、備品類等を撤去することを原則とする。 

ただし、受託者は、履行期間終了日14日前までに委託者及び次期受託者と協議を行

い、委託者及び次期受託者が認めた場合には、受託者は管理ヤードの原状回復を行わ

ず、別途委託者が定める状態で管理ヤードや事務所、受託者が設置した機材や備品類

等を委託者または次期受託者に対して明け渡し又は引渡しを行うことができるものと

する。 

(5) 備品類の引取り 

受託者は、前年度受託者が設置した機材、備品類等について、引取りを希望する機

材、備品類等がある場合には、受託者は履行期間開始日14日前までに前年度受託者及

び委託者と事前協議を行い、委託者及び前年度受託者の承諾を得た上で、前年度受託

者が設置した機材、備品類等を引取ることができるものとする。 

 

20 守秘義務 

受託者は業務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、受託者が業務上知り得た

情報等について、受託者は漏えいや盗難、滅失、き損その他の事故を防止するための安

全措置を講じるほか、秘密保持に関して必要な措置を講じなければならない。 

 

21 契約の解除 

本市は、受託者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し一般廃棄物につ

いて行政処分を受けた場合、契約を解除することができる。 

 

22 適用文書 

受託者は、本業務を遂行するに当たり、別記「廃棄物処理委託契約約款」を遵守しな

ければならない。 

 

23 その他 

(1) 受託者は、各種法令順守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全かつ安全な業

務執行を図らなければならない。 
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(2) 本委託の履行期間内の契約単価の変更は原則として行わないものとするが、やむを

得ない場合が生じた場合には、委託者と受託者が誠実に協議し、これに対応するもの

とする。 

(3) 受託者は、本委託に関する仕様書及び関係書類、関連法令等を熟覧のうえ、本契約

を締結しなければならない。 

(4) 受託者は誠実に本委託を実施するものとし、契約締結後、履行本仕様の記載事項及

び関係書類、関連法令等に対する受託者からの異議は一切認めないものとする。 

 (5) 受託者は、本委託の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、その委託先又

は請負先に対しても、その業務にあたり本仕様書、廃棄物処理委託契約約款、横浜市

契約規則及び関連法令等を遵守するよう適切な対応を行わなければならない。 

(6)本委託の履行に関し疑義が生じた場合には、委託者と受託者が協議のうえ解決するも

のとする。 

(7)この契約は、令和２年４月1日の改正民法の施行に伴い、新たに施行する本市契約 

約款を適用することとします。  
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資源循環局栄事務所及び粗大金属栄ヤード案内図 
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※別紙 

 参考画像① 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考画像② 

 

 

 



使 用 車 両 届 出 書　（　Ｉ Ｃ カ ー ド 借 用 書　）

　　　年　　　月　　　日　　

横浜市契約事務受任者

所在地

商号又は名称

代表者職氏名 印

自動車の種別 最大積載量 車両重量 車両総重量
(車検証より） (車検証より） (車検証より）

（ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

　年　　月　　日  ＩＣカード　 　枚 受領サイン　〔借 用 日〕

  〔返 却 日〕　 　年　　月　　日  ＩＣカード　 　枚 受領サイン

（様式１）

　 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託において使用する車両について、次のとおり
届け出ます。また、あわせて工場搬入時の検量のため、ＩＣカードを使用します。

No.
ナンバープレート情報

備　考・破砕車
・平ボディ
・その他（　　）

※ ＩＣカードを紛失・き損した場合は、実費弁償となります。（廃棄物処理委託契約約款第12条第11項）

Ｉ Ｃカード借用期間

契約件名 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

陸運支局名
【横浜】等

3桁の分類番号
【3桁の数字】

用途名称
【一桁のひらがな】

車両番号
【4桁の数字】

栄



使 用 車 両 変 更 届 出 書　（　Ｉ Ｃ カ ー ド 借 用 書　）

    　　　年 　　　月　　　日　　

横浜市契約事務受任者

所在地

商号又は名称

代表者職氏名 印

自動車の種別 最大積載量 車両重量 車両総重量
(車検証より） (車検証より） (車検証より）

（ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

年　　月　　日  ＩＣカード　　　　枚 受領サイン　〔借 用 日〕 　

　〔返 却 日〕

　　

年　　月　　日  ＩＣカード　　　　枚 受領サイン

※ 既に提出している使用車両届出書（Ｉ Ｃ カ ー ド借用書）(様式１) の記載事項をすべて記載した上で、
備考欄に変更項目(追加、削除等)が分かるように記載すること。

No.
ナンバープレート情報

備　考・破砕車
・平ボディ
・その他（　　）

陸運支局名
【横浜】等

3桁の分類番号
【3桁の数字】

用途名称
【一桁のひらがな】

車両番号
【4桁の数字】

（様式２）

　 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託において使用する車両について、次のとおり
変更を届け出ます。また、あわせて工場搬入時の検量のため、ＩＣカードを使用します。

契約件名 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

Ｉ Ｃカード借用期間

※ ＩＣカードを紛失・き損した場合は、実費弁償となります。（廃棄物処理委託契約約款第12条第11項）

栄



受託者 所在地

商号又は名称

代表者職氏名 印

ヤード内作業日数 日

スプリングマットレス、ソファーベッド作業個数 個

その他の金属製品作業個数 個

可燃物運搬量 トン

不燃物運搬量 トン

添付書類

□ 可燃物・不燃物運搬量内訳(様式４)

□ スプリングマットレス、ソファーベッド搬入・仕分け個数内訳(様式５)

□ 座椅子等金属製品搬入・仕分け個数内訳(様式６)

□ 栄ストックヤード電気使用量報告書(様式８)

□ 委託業務履行完了部分検査申請書(様式12)

栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

作業・運搬実績報告書

 　　　 年　　　 月分

（様式３）栄



（様式４）

回 トン 回 トン

1日 （　　　　）

2日 （　　　　）

3日 （　　　　）

4日 （　　　　）

5日 （　　　　）

6日 （　　　　）

7日 （　　　　）

8日 （　　　　）

9日 （　　　　）

10日 （　　　　）

11日 （　　　　）

12日 （　　　　）

13日 （　　　　）

14日 （　　　　）

15日 （　　　　）

16日 （　　　　）

17日 （　　　　）

18日 （　　　　）

19日 （　　　　）

20日 （　　　　）

21日 （　　　　）

22日 （　　　　）

23日 （　　　　）

24日 （　　　　）

25日 （　　　　）

26日 （　　　　）

27日 （　　　　）

28日 （　　　　）

29日 （　　　　）

30日 （　　　　）

31日 （　　　　）

　　　　 年　　　　月分

可燃物・不燃物運搬量内訳

計

可燃物 不燃物
日付（曜　日）

契約件名 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

栄



（様式５）

区 個数 区 個数 搬入者 個数

1日 （　　）

2日 （　　）

3日 （　　）

4日 （　　）

5日 （　　）

6日 （　　）

7日 （　　）

8日 （　　）

9日 （　　）

10日 （　　）

11日 （　　）

12日 （　　）

13日 （　　）

14日 （　　）

15日 （　　）

16日 （　　）

17日 （　　）

18日 （　　）

19日 （　　）

20日 （　　）

21日 （　　）

22日 （　　）

23日 （　　）

24日 （　　）

25日 （　　）

26日 （　　）

27日 （　　）

28日 （　　）

29日 （　　）

30日 （　　）

31日 （　　）

＋前月末ヤード内残個数

－当月末ヤード内残個数

当月仕分け個数

ヤードへの搬入個数

資源循環局事務所 土木事務所 その他
計

粗大ごみ収集受託者

契約件名 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

　　　 年　　　月

スプリングマットレス、ソファーベッド搬入・仕分け個数内訳

日　付

計

栄



（様式６）

区 個数 区 個数 搬入者 個数

1日 （　　）

2日 （　　）

3日 （　　）

4日 （　　）

5日 （　　）

6日 （　　）

7日 （　　）

8日 （　　）

9日 （　　）

10日 （　　）

11日 （　　）

12日 （　　）

13日 （　　）

14日 （　　）

15日 （　　）

16日 （　　）

17日 （　　）

18日 （　　）

19日 （　　）

20日 （　　）

21日 （　　）

22日 （　　）

23日 （　　）

24日 （　　）

25日 （　　）

26日 （　　）

27日 （　　）

28日 （　　）

29日 （　　）

30日 （　　）

31日 （　　）

＋前月末ヤード内残個数

－当月末ヤード内残個数

当月仕分け個数

ヤードへの搬入個数

資源循環局事務所 土木事務所 その他
計

粗大ごみ収集受託者

　　　 年　　　月

契約件名 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

座椅子等金属製品搬入・仕分け個数内訳

日　付

計

栄



（様式７）

結果

1 □適正　□指導【 】

2 □適正　□指導【 】

3 □適正　□指導【 】

4 □適正　□指導【 】

□適正　□指導【 】

□適正　□指導【 】

□適正　□指導【 】

5 □適正　□指導【 】

6 □適正　□指導【 】

7 □適正　□指導【 】

8 □適正　□指導【 】

9 □適正　□指導【 】

10 □適正　□指導【 】

11 □適正　□指導【 】

備考

解体作業が必要な金属製品について、適切な解体が行われている

石油ストーブ等について、灯油等が抜き取られている

資源物について、遅滞なく買受業者のコンテナに積載されている

可燃物・不燃物の搬出が遅滞なく行われている

ヤード内の管理（衛生・安全・私物持込み等）が適正に行われている

作業従事者について、仕様書に定められた安全対策上必要なものを着用
している

搬入物が、仕様書に定められた項目に基づき、適切に仕分けられている

（資源物の中に可燃物・不燃物等が混載されていない）

（可燃物の中に資源物・不燃物等が混載されていない）

（不燃物の中に資源物・可燃物等が混載されていない）

その他、指導すべき事項なく業務が遂行されている

確認者

契約の相手方の
立会人氏名

搬入・搬出車両が適切に誘導されている

解体作業が必要な金属製品について、品名および個数のチェックが行わ
れている

内容

ヤード内について、搬出入に十分なスペースが確保されている

履行確認書

日時       　　年　　月　　日（　　）　　　時　　　分

委託名 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

履行（確認）場所

栄



（様式８）

検針日／　　　　 年　　　　月　　　　日　　検針担当／

 　  年  　 　月 　 　日

受託者

契約件名 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

栄ストックヤード
電気使用量報告書
（    　　年　　月分）

Ｋｗｈ Ｋｗｈ Ｋｗｈ

今月指示数 前月指示数
差引

（当月使用量）

栄



（様式９）

年　　　月　　　日

横浜市契約事務受任者

受託者　 所在地

名　称

代表者

廃棄物処理委託契約約款第９第１項及び同条第３項の規程により、次のとおり通知します。

契 約 件 名

受 託 者 名

現 場 責 任 者
氏名 (生年月日)

昭和・平成
年

 月　  日

有する資格（取得年月日）

氏名 昭和・平成

年  月　  日

有する資格（取得年月日）

昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日

現場責任者・業務従事者選定通知書

　　　

栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

業 務 従 事 者

※業務に使用する機材で資格等を必要とするものは、変更した部分の修了証等の写しを添付すること。

※氏名はフルネームで記入のこと。

栄



（様式10）

  　年　月　日

横浜市契約事務受任者

受託者　 所在地

名　称

代表者 印

既に提出している現場責任者・業務従事者変更通知書を次のとおり変更しますので、通知します。

契 約 件 名

受 託 者 名

現 場 責 任 者
氏名 (生年月日)

昭和・平成

年  月　  日

有する資格（取得年月日） 備考

氏名 昭和・平成

年  月　  日

有する資格（取得年月日）

昭和・平成

年  月　  日

昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日
昭和・平成

年  月　  日

※既に提出している現場責任者・業務従事者変更通知書(様式9) の記載事項をすべて記載した上で、備考
欄に変更項目(追加、削除等)が分かるように記載すること。

現場責任者・業務従事者変更通知書

業 務 従 事 者

栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託

※氏名はフルネームで記入のこと。

※業務に使用する機材で資格等を必要とするものは、変更した部分の修了証等の写しを添付すること。

栄



（　様　式　11　）

年 月 日

〔横浜市資源循環局業務課〕

〔受託業者責任者〕

（統括）

（現場責任者）

連絡先

栄ストックヤード　緊急連絡網

氏名

連絡先

氏名

栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託契約件名

連絡先

氏名

栄



(様式 12) 

委託業務 履行完了部分検査申請書 

  年   月  日 

横浜市契約事務受任者 

受託者 

住 所 

氏 名 

印

 次のとおり、廃棄物処理委託契約約款第 32 条第３項の規定により、委託業務の履行済部分

の検査を申請します。 

委託業務名 栄ストックヤード内粗大金属類等仕分け等業務委託 

履行場所 

栄ストックヤード 

(横浜市栄区上郷町 1570 番地１ 横浜市資源循環局栄工場跡地) 

ほか３か所 

契約期間 令和 ２年４月１日から令和３年３月 31 日まで 

履行完了部分  年 月分 

栄 



事故における対応について（委託業者）  
 
 
 

＜大まかな流れ＞  ＜具体的取組事項＞ 

  事故発生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故状況の把握 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
連絡体制の維持 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  当日の報告 

○業務従事者は、速やかに現場責任者に報告する。 

○現場責任者は、事故の規模に関わらず、業務課へ即時に報告 

する。その後は、どんなに小さなことでも、新しい情報が入り 

次第、すぐに報告を入れ、連絡を密にしておく。 
 
 
 
 
 

○事故の状況のうち、知り得る範囲の情報を逐一把握、報告する。 

 （電話連絡を行うこと） 

＜把握したい内容＞ 

 ・発生日時・場所 

 ・人身、物損の別 

 ・発生原因の概要 

 ・相手方の名前、年齢（生年月日）、職業、住所、電話番号、 

  怪我の状況、車両・構造物の破損状況など 

 ・当方の運転手の名前、年齢（生年月日）、車番、 

  怪我の状況、車両・構造物の破損状況など 

 ・搬送された病院、付添い人 

 ・警察関係→事情聴取 

 ・現場の対応→警察、病院、現場の状況 

 ・当日の作業への影響など 

 ・現場写真 
 

 

○連絡体制の維持 

 ・現場対応者から、被害状況など最新の状況を連絡する体制 

を維持する。 

・病院での診断結果、相手方の家族との話など 
 
 

 
○ 本日の事故状況、被害状況、明日以降の作業への影響など、 

業務課に連絡し、調整する。 

・業務課に電話で連絡したこと、その日の最終的な状況 等をと

りまとめ、事故の状況をその日のうちに業務課 に書面で報

告する（持込、Ｅメール、FAX可）。  

 
 

 

※上記の当日の報告とは別に、後日、「事故報告書」を業務課

に提出すること。本市が指示する場合には、「事故指導報告

書」等の書類を提出し、再発防止の策を講じること。 



県道23号線(公田街道)

栄ストックヤード

進入路

退出路

資源循環局栄事務所 バリケード

■栄ストックヤード案内図

栄ストックヤード

現場事務所

使用禁止

計量器(トラックスケール)

■栄ストックヤード拡大図

簡易トイレ



阿久和 正門

湘南泉病院入口

神明台処分地
搬入路入口

神明台処分地　通行ルートについてのお願い

横浜隼人高
東海道新幹線

妙蓮寺

県道　鴨居・上飯田線

◎神明台処分地へは　県道 鴨居・上飯田線から
　搬入路を利用してください。

　処分地搬入者進入禁止

神明台処分地
管理事務所
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